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廃棄物不法投棄による汚染の修復と技術

　近年、安全・安心に対する社会的関心が高まるとともに、科学技術がこの課題に果た

すべき役割についての国民の期待も大きくなっている。第３期科学技術基本計画にも盛

り込まれたように、今後の科学技術政策には今まで以上に安全・安心に対し貢献するこ

とが求められ、安全・安心は新たな知の創造、経済への貢献と並んで、第３の基軸とさ

れている。廃棄物の不法投棄は、このような社会の安全・安心を脅かす問題として取り

組まなければならないテーマのひとつである。

　不法投棄は循環型社会の構築を阻害するとともに、投棄される廃棄物に含まれる有害

物質が周辺の環境を汚染し、重大な環境問題を引き起こす。影響を早期に把握し、対処

することが、きわめて重要である。不法投棄による汚染は、種類や性状がきわめて多様

な物質による汚染であること、汚染される環境媒体が土壌、水、底質など多岐にわたり、

その量・体積も大きいことなど、通常の人為活動・産業活動などに起因する環境汚染と

は異なる特徴をもつ。廃棄物の処理コストなど、社会的な要因と不法投棄の発生との間

には密接な関連性があり、不法投棄の根本的解決のためには不法投棄が生じる社会・経

済的な機構を十分に解明し、不法投棄が起こらない仕組みをつくることが本質である。

本稿では、そのために必要な、不法投棄と環境汚染の実態、とられた技術的対策の有効

性などについて整理・解析し、不法投棄に係る事前予防的技術および汚染修復技術に向

けられるべき科学技術政策に言及する。

　不法投棄によって破壊された環境の修復に対する技術適用の例としては、掘削した汚

染土壌や投棄廃棄物を別の島まで海上輸送し、高温溶融による中間処理を行って無害化

し、最終的に製造される溶融スラグなどについても資源化を図っている例がある。また

不法投棄サイトからの流出水について、VOC除去や促進酸化法などによる高度な処理

が適用された例もある。このように、土壌や水質の汚染の状況に応じて、もっとも効果

的な技術の適用が必要である。不法投棄が顕在化するまでに長期間を経てしまったり、

影響の範囲や強度が大きい場合もあり、緊急、応急、恒久対策それぞれについて適切な

状況把握を行い、効果的な対応をとる必要がある。修復技術には物理化学的または生物

学的技術、分離または分解技術、原位置浄化または掘削除去した上での浄化、といった

技術をどう適用するかの最適化が望まれる。また、環境リスクの特性に応じた、最適な

汚染修復技術および適用方法の開発の推進も望まれる。

　不法投棄の抑止や監視については、これらがより効果的に行われるためには、先端的

な科学技術を応用した支援ツールの提供が必要である。不法投棄を早期に発見し、環境

汚染への影響を含めてその拡大を防止するには、衛星監視システムが有効と考えられる。

また防止対策の観点からは、不法投棄を迅速かつ体系的に発見する調査技術や、シミュ

レーションシステムの開発が望まれる。

科学技術動向

概　要
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　近年、安全・安心に対する社会

的関心が高まるとともに、科学技

術がこの課題に果たすべき役割に

ついての国民の期待も大きくなっ

ている。今後の科学技術政策には

今まで以上に安全・安心に対し貢

献することが求められる１）。

　廃棄物の不法投棄は、このよう

な社会の安全・安心を脅かす問題

として改善しなければならないテ

ーマのひとつである。図表１に示

されるように２）、本来ならば再利

用または資源として再生利用され

る、あるいは適正に処理・処分さ

れるはずの廃棄物を不法に投棄す

る行為が後を絶たない。不法投棄

は、循環型社会の構築を阻害する

だけでなく、投棄される廃棄物に

含まれる有害物質が周辺の環境を

汚染することにより、重大な環境

問題を引き起こす要因となる。不

法投棄による汚染には、通常の人

為活動・産業活動などに起因する

環境汚染とは異なる特徴がある。

また不法投棄された場所の原状回

復のためには、技術的課題に加え、

巨額の経済的損失の問題や周辺社

会への影響などさまざまな課題が

ある。

　不法投棄の背景となる要因およ

び対策には社会的要素と技術的要

素とがあり、別の観点では、事前

の回避的要素と事後の対策的要素

とがある。廃棄物の処理コストな

ど社会的な要因と不法投棄の発生

との間には密接な関連性があり、

不法投棄の根本的解決のためには

不法投棄が生じる社会・経済的な

機構を十分に解明し、不法投棄が

起こらない仕組みをつくることが

本質である。本稿では科学技術動

向の観点から、事前から事後にわ

たる技術的要素に関する事項に焦

点を絞る。そして、不法投棄と環

境汚染の実態、とられた技術的対

策などについて整理・解析するこ

とにより、不法投棄に係る事前の

予防的技術と汚染修復技術に向

けられるべき科学技術政策に言

及する。

図表１　不法投棄の流れ

参考文献２）を基に一部改変

2   不法投棄の現状と環境汚染の特徴 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

２‐１

日本全国の実態２、３）

　産業廃棄物の不法投棄に関する

過去 12年間の動向を図表２に示

す。不法投棄の発生件数は、平成

５年度から 10年度まで年を追う

ごとに増加し、10年度には 1,000

件を大きく超えた。13 年度まで

1,000 件以上で推移し、14年度か

らは減少に転じている。一方で、

投棄された廃棄物の量は、件数に

呼応する結果にはなっていない。

これは、不法投棄となった事案の
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量に大きな違いがあり、大規模な

事案が発覚するような場合にはそ

れだけで全投棄量のうちのかなり

の割合を占めることがあるためと

思われる。たとえば、図表２で15

年度の投棄量 74.5 万 tのうち、岐

阜市（椿洞地区）で起こった事案

だけで56.7 万 tを占め、15年度内

の 76％に相当する量である。

　図表 3は、投棄される産業廃棄

物の種類の観点から、件数と投棄

量とを平成 16年度について整理

した結果である。件数では、がれ

き、木くず、建設混合廃棄物の順

に多く、これら３者で約64％を占

めるほか、その他の建設系の種類

を含めると建設廃棄物が約71％に

のぼる。量については、建設系の

廃プラスチック類だけで56％を占

め、建設廃棄物合計が全体の86％

に達する。また過去の年度統計か

らは、件数では廃棄物種類の構成

別にあまり変化はないが、量では

がれき、木くず、建設混合廃棄物

が 20％前後ずつを占める場合と、

15、16年度のように大規模な事案

のため、特定の廃棄物が極端に多

くなった場合がある。

　不法投棄の実行者については、

件数では排出事業者が約48％でも

っとも多く、投棄量からは同じく

排出事業者か無許可業者が大部分

を占める。不法投棄の場所（地目

別）については、山林と農地で約

半分を占め、人目につきにくい場

所が選ばれている。都道府県別に

は、茨城県と千葉県が非常に多く

なっており、大都市圏で排出され

た廃棄物がその周辺地域に運ばれ

るという構造が読み取れるほか、

青森県、長崎県など地方で不法投

棄の多い自治体も目立つ。

　また図表４は、最近の不法投棄

による支障の除去状況である。件

数に関しては、30 ～ 35％が未着

手となっている。一方、量に関し

ては、大規模な事案の影響（15年

度）があると、一部着手と未着手

の割合に大きな差が出る。しかし

対策に時間を要するため、除去が

完了する割合は10％に満たない点

では共通している。

図表２　産業廃棄物の不法投棄件数及び投棄量の推移３）

図表３　不法投棄廃棄物の件数別・量別内訳３）
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２‐２

大規模事例の特徴と対策

　不法投棄に起因する環境汚染の

特徴として、以下の点があげられ

る４）。

蘆 埋められている廃棄物の種類が

多岐にわたり、含有汚染物質も

多種類である。

蘆 対策をとる場合、緊急対策、応

急対策次いで恒久対策というよ

うに多段階的に適用することが

必要となる。

蘆  汚染された場の地形が複雑な場

合が多く、正確な調査や修復対

策が一般に容易でない。

蘆 汚染に関する情報量が少ない。

蘆 汚染原因者の特定が通常困難で

ある。

　また、汚染物質の種類や不法投

棄の規模および場所の地理的な特

性などにより、環境影響の生じ方

やその程度も異なる。図表５に全

国で発生した不法投棄の大規模な

事例と特徴を示す５～８）。

　このように現在、豊島、青森・

岩手県境においてとくに問題解決

のための対策がとられているが、

図表４に示すようにいずれも修復

には時間を要する。

盧香川県豊島の事案
　香川県豊島は、小豆島の西側に

位置する瀬戸内海の小島である。

ここで汚泥などを利用してミミズ

を養殖し土壌改良剤をつくるとい

う中間処理業をはじめた業者が、

1977 年に事業変更の申請を行い、

1983 年ごろからはシュレッダー

ダスト、廃油、汚泥などを大量に

搬入して埋め立て処分を行い、一

部を野焼きするようになった。生

活環境上の被害を受けた住民から

の苦情や県に対する訴えなどが続

き、1990年になって兵庫県警が廃

棄物処理法違反の容疑でこの場所

の強制捜査を行った。そしてこの

業者による廃棄物の不法投棄など

は終了したが、広大で重篤な環境

汚染が残った。現在、豊島におけ

る廃棄物等処理事業は、環境と安

全への配慮、循環の実現および情

報の公開の３つを基本的な理念に

掲げて行われている。豊島に投棄

された 60 万ｔを越える量の廃棄

物等（廃棄物や汚染土壌の混合物）

は、５km離れた直島に専用船「太

陽」で輸送され、中間処理される。

年間６万 tを処理し、10年で完了

予定である9）。

　図表６に、両島における廃棄物

等の処理の流れを示す 10）。中間処

理での主たる工程は溶融処理であ

る。豊島では、廃棄物層から浸出

する有害物質を含む水が海域へ流

出するのを防ぐために海岸線に沿

って遮水壁を設置した。さらに、

汚染の拡大防止と施設建設のた

め散在した廃棄物等の場所を移動

し、また廃棄物等の飛散防止、雨

水流入の排除を目的とした透気・

遮水シートを敷設する、という暫

定的な環境保全措置が施された。

浸出水および地下水は、高度排水

処理施設で処理される。廃棄物等

は掘削されたときの性状の変動が

大きい。そこで、中間処理での溶

図表４　不法投棄による支障除去の状況（各年度内にとられた対応）３）

状況
16年度 15年度

件数（件） 量（ｔ） 件数（件） 量（ｔ）

完了 387（57.5）＊１ 37,081（9.0） 463（51.8） 62,990（8.5）

一部着手 71（10.5） 279,370（68.0） 75（8.4） 65,225（8.8）

未着手 215（31.9） 94,373（23.0） 298（33.3） 613,125（82.3）

その他＊２ 0 0 58（6.5） 3,639（0.5）

合計 673（100） 410,824（100） 894（100） 744,978（100）

＊１　括弧内の数値は合計に対する割合（％）
＊2　調査に対する自治体からの回答がなかったもの

図表５　大規模不法投棄の事例

発覚時期と
場所

範囲 投棄廃棄物 汚染状況または主な汚染物質

平成２年、
香川県豊島

広さ 69,000m2、体積約 56万
m3、湿重量で約 60 万トン
に及ぶと推定

シュレッダーダストが主体で、
製紙汚泥、鉱滓、脱水ケーキ、
燃え殻など

鉛、PCG、1、2‐ジクロロエタン、シス‐1、2‐ジク
ロロエチレン、1、1，2‐トリクロロエタン、トリクロ
ロエチレン、テトラクロロエチレン、1、3‐ジクロロ
プロペンおよびベンゼン

平成 14年、
青森・岩手県境

岩手県側 15ha、15 万 m3、
青 森県側 12ha、67 万 m3、
合計 82万m3

バーク堆肥、RDF様のもの、燃
え殻、焼却灰、汚泥などを主に
多岐にわたり、土砂とともにか
なり混合された状態で埋められ
ている

ジクロロメタン、1、2‐ジクロロエタン、シス‐1、2‐
ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロ
ロエチレンおよびベンゼン、ダイオキシン類、四塩化
炭素、賞賛性窒素および亜硝酸性窒素

平成16年
岐阜県椿洞

130 × 200m ×深さ 20m 以
上、容積約 75.3 万m3、うち
混合物 60.5 万m3、コンクリ
ートガラ 14.8 万 m3 に達す
ると推定

建設廃棄物が主。土砂類 37％、
陶磁器・医師・コンクリートガ
ラ 30％、木くず 21％、プラスウ
チック類７％など

鉛、六価クロム、メタン 47vol％、硫化水素 15,000ppm。
投棄場内の水質調査の結果、CODおよび窒素濃度が高
く検出

参考文献５～８）を基に作成
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融炉の運転を安定に行い、また溶

融によって得られる資源化物を安

定に得るために、処理をする廃棄

物の均質化が必要となる。とくに

水分量、主成分の組成および可燃

物量の３項目が重要とされる。含

水率が高いと、処理設備での取り

扱いに問題が生じやすくなるほか

溶融処理での燃料使用量の増加を

招くことになる。そこで、1,300℃

程度での溶融処理を安定に行うた

め、溶流温度に大きな影響を与え

るCaO/SiO2 比を適切に調整する

必要がある。また、溶融対象物の

発熱量の変動を抑えることが重要

である。このように処理対象廃棄

物を均質化するために、生石灰を

溶融助剤として混合し、発熱反応

を利用して水分の調整を行う。こ

うして養生を行った後に、処理事

業のために開発された専用トラッ

クで直島へ輸送される。

　中間処理施設では、輸送された

廃棄物等とともに一般廃棄物が溶

融処理される。溶融炉は、100t／日

の処理能力の炉が２基設けられて

おり、廃棄物等の全量を処理する

のに 10年を要すると予定されて

いる。溶融処理においては一般に

溶融スラグと溶融飛灰が生成し、

通常は、溶融スラグがそのままコ

ンクリート骨材などに有効利用さ

れる。しかし、豊島の廃棄物等に

はシュレッダーダストが多く自動

車部品に由来する銅線、アルミニ

ウム部品、ステンレス鋼部品など

が多く含まれるので、これらが金

属の粒子となってスラグに混入す

る。このため、とくにこの金属分

を分離・精製することでスラグの

品質を高めるとともに、分離した

金属の有効利用が可能となる。そ

れは、特別な破砕と選別、さらに

比重差による分離手法を用いて行

われる。

　図表７は、溶融処理と副成物生

成の流れを示している 11）。スラグ

は品質管理を行った後に、土木用

資材として香川県内の公共事業な

どで利用される。溶融飛灰につい

ては、亜鉛や鉛などの金属が多く

含有されているので、直島で従来

から操業する銅精錬工場へ輸送さ

れ、重金属原料として利用される。

なお、鉄の塊や岩石などの溶融不

適物を処理するためにロータリー

キルン炉が別途設けられ、ここか

らの排ガスは溶融炉の系統と同じ

処理が行われている。

盪青森・岩手県境の事案
　青森・岩手県境での不法投棄事

案は、1990年代初期、青森県八戸

市の産業廃棄物処理業者が、埼玉

県の産業廃棄物処理業者から引き

受けた産業廃棄物を不法投棄した

ことに始まり、1994年から保健所

による立入調査と指導がなされ、

2000年から汚染の詳しい実態調査

が行われた。この場所に関与した

排出事業者は首都圏を中心に、北

図表７　溶融処理と副成物生成の流れ

参考文献 11）を基に一部改変

図表６　豊島・直島における廃棄物等の処理の流れ

参考文献 10）を基に作成
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海道から九州まで広がっていった。

　この場所では、それぞれの県ご

とに修復対策が実施されている。

青森県では雨水や地下水の流れに

ともなう有害物質の流出への対応

策として遮水壁を設け、また、複

合的な汚染に対処可能な高度な排

水処理による水の浄化対策を実施

している。有害廃棄物と定義され

た埋め立て廃棄物を撤去し、青森

市内の産業廃棄物処理（ガス化溶

融炉による高温溶融処理）施設に

持ち込んで処理を行っている。

　図表８は、上記高度排水処理施

設のフローである。この汚染場所

からの浸出水には、ジクロロメタ

ンやベンゼンなどの揮発性有機化

合物（VOC）が含有されるため、

原水はまずVOC処理設備で曝気

法によって気相へ移行させた後に

活性炭吸着によってこれを除去す

る。この後、生物処理法によって

生物化学的酸素要求量（BOD）①

成分を主体に除去し、凝集膜ろ過

法によって微細な粒子状物質を除

去する。そして、オゾン・紫外線

方式の促進酸化法（化学的分解処

理設備）によって水に溶存するダ

イオキシン類などの難分解性物質

および色度成分を除去する。活性

炭処理設備によって残存するわず

かな有機成分を除去し、さらにキ

レート吸着設備において重金属を

選択的に除去する。この複合的な

処理システムにおける処理の実績

は、運転開始からまだあまり時間

がたっておらず汚染度の高い範囲

からの浸出が少ないと考えられ、

原水の汚濁度が想定されたほど高

くないために、処理水質もかなり

良好である。今後、汚染物質を多

く含む領域を掘削する段階になる

と、高濃度の汚染水が浸出する可

能性がある。

　岩手県の側では、廃棄物の全

量を撤去することをとるべき対策

とし、掘削の後選別を行い、県内

の大手セメント工場を中核的な施

設としてその他産業廃棄物処理施

設などに輸送し、焼却、焼成、溶

融のいずれかの方法による処理

対策を行っている。2005 年 12 月

10 日現在の撤去済みの累積量は

23,600 t であり、全体計画に対す

る進捗率は 20.7％と報告されてい

る。平成 17年度の最終的な撤去

量は、30,108t となった。

蘯岐阜市椿洞の事案
　岐阜市椿洞では、市内の産業廃

棄物処理業者が所有の処理施設に

隣接する谷地に建築廃材を投棄し

たことから始まった。生活環境へ

の詳細調査の結果から、廃棄物層

の一部で六価クロムが土壌環境基

準を超過し、鉛が土壌含有量基準

を超過していたが、全体的には有

害物質によるリスクは小さいと判

断されている。また、応急対策の

後とるべき恒久的対策案として残

置、一部撤去、全量撤去の３方法に

ついてそれぞれ具体的対策と生じ

得る課題が整理された段階である。

２‐３

不法投棄に関する法制度

　不法投棄による環境破壊の回

復については、平成９（1997）年

の廃棄物処理法改正で排出事業者

の責任強化、不適正処理の厳罰化

などの施策が施行された。しかし

すでにこの施行前から残存する事

案は、長期間にわたって支障を生

じ、産業廃棄物に関する不信感の

象徴として取り扱われ、循環型社

会形成を阻害する大きな要因とな

っていた。そこで、上記法改正前

に実施された不法投棄に関して

は、平成 15から 24年度までとい

う期限を区切った上で、生活環境

保全上の支障の除去または発生の

防止（以下「支障の除去等」とい

う）を計画的かつ着実に行うため、

都道府県等が自ら支障の除去等

の事業を行う場合に必要な経費に

関する「特定産業廃棄物に起因す

る支障の除去等に関する特別措置

①BOD
　好気性バクテリアが、水中の有機
物を酸化分解するのに必要な酸素量の
こと。水質汚濁の指標の１つ。普通
20℃において5日間に消費する量を、
mg/l または ppmで示す。化学的酸素
要求量（COD）が海域や湖沼で用いら
れるのに対し、BODは河川の汚濁指
標として用いられている。

■用語説明■

図表８　県境不法投棄の青森県側での排水高度処理施設のフローと水質値の例

BOD COD SS
ジクロロ
メタン

ダイオ
キシン類

ホウ素

原水
（VOC原水槽） 59 57 22 ＜ 0.02 3.3 1.0

処理水
（放流設備サンプ
リングタンク）

＜0.5 5.3 ＜ 1 ＜ 0.02 ＜ 0.0001 0.82

計画処理水質 60以下 90以下 10以下 0.2 以下 1以下 10以下

水質の単位はダイオキシン類（pg‐TEQ/l）を除いてすべてmg/l
青森県技術資料を参考に作成



科 学 技 術 動 向　2006年 4月号

14 Science & Technology Trends   April  2006 15

廃棄物不法投棄による汚染の修復と技術

法」が平成 15年６月に制定・施

行された。この法によると環境大

臣は、支障の除去等を計画的かつ

着実に推進するための基本的方針

を策定し、都道府県または保健所

設置市は、この基本方針に即して

具体的な実施計画を策定しなけれ

ばならない。これを実施するため

に、特定支障除去等の事業に要す

る費用については国庫補助を行う

こと、都道府県等の負担分につい

ては地方債の起債特例を可能にす

ること、とされている。支障除去

に関する全体像を図表９に示す。

3   汚染修復技術とその特徴 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

３‐１

修復の一般的方法

　不法投棄による汚染の修復で

は、まず汚染すなわち環境の破壊

が見出された時点で、何を優先的

に実施すべきかに判断を要する。

それは対策に関する緊急性の度合

いに対応し、以下のように分類さ

れる４）。

① 緊急対策：ヒトの健康リスクな

どがかなり高いと判断される場

合に、迅速な試験・調査などに

基づいて、すぐに実施できる対

策。住民の避難、地下水飲用の

禁止、汚染源の撤去など。

② 応急対策：汚染場所の詳細な

調査に基づき、場所周辺の環境

に汚染が拡散することを防ぐこ

とにより、被害を最小化するこ

とを目的とした汚染範囲の覆が

い、遮水壁設置などの対策。

③ 恒久対策：ボーリング調査や修

復技術の適用性試験などに基づ

き、恒久的な安全性の確保可能

な適正技術の適用による対策。

　不法投棄の場所およびその周

辺において浄化対象となる汚染物

は、廃棄物そのものと土壌および

水である。これらを浄化する恒久

対策としての技術的手段には大別

して浄化と封じ込め（隔離・管理）

がある。浄化としては、汚染場所

その場で汚染物質を除去する原位

置浄化と、掘削除去を行って場所

を移した後に汚染物質の処理を行

う方法がある。ここでいう除去と

は、分離または分解の機構を利用

した場所の移動または物質の消滅

を指す。

３‐２

固形物を主対象とする技術

「不法投棄による汚染に対する修

復技術」という定まった技術的

体系は、明確に存在しない。基本

的には、土壌および地下水汚染の

修復に使用される技術が、具体的

な対象物の特性に適合するように

修正されて適用される。土壌・地

下水汚染物質として事例が多い

VOC、重金属およびダイオキシ

ン類やPCBなどの難揮発性有機

汚染物質に対する修復技術を図表 

10に示す。

盧物理化学・熱化学的処理
　図表 11は、処理対象物を設備

外部から加熱する間接加熱方式に

よる分離技術の例である。加熱に

より追い出された水分と汚染物質

および粒子状物質は、排ガスの冷

却・凝縮によって排水となるので、

これら排ガスおよび排水の処理が

必要となる。一般に分離技術は、

分離後の汚染物質処理について別

設備を設けて行う必要がある。

図表９　不法投棄された産業廃棄物に係る支障除去の流れ

不法投棄

都道府県知事等による措置命令（支障の除去等を命令）

原因者による支障の除去等

（原因者による支障の除去等が実施されない場合）

行政代執行
（費用は原因者に求償）

（原因者不明又は資力不足の場合）

産業廃棄物適正処理推進センター基金による財政支援

【平成10年6月17日以降の不法投棄】
補助率：3／4

産業界の自主的な出えん
+

国の補助金

【平成10年6月16日以前の不法投棄】
補助率：有害物1／2
　　　　その他1／3

国の補助金

出典：環境省
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　難揮発性の有機汚染物質は難分

解性でもあり、これらに対しては

焼却法、溶融固化法あるいは水熱

酸化法などの高温または高温・高

圧併用処理技術が適用される。多

くは掘削を行った上で処理を行

うことになる。焼却法は 800 ～

900℃程度での燃焼、溶融固化法

は溶融炉内での 1,300 ～ 1,400℃程

度での高温燃焼と固形物の溶融ス

ラグ化を行う技術である。溶融固

化法は、灯油などの燃料または電

気を用いることで多くの投入エネ

ルギーを必要とするが、高温操作

であるため難分解性有機物を完全

に分解させることができる。主な

方式には表面溶融式、コークスベ

ッド式、ロータリーキルン式、電

気式がある。二酸化ケイ素や酸化

アルミニウムなどの無機成分が溶

融して生成するスラグは、その網

目状構造内に重金属類を封じ込め

るため、溶出の可能性がほとんど

なく、建築物の骨材などに有効利

用される。溶融固化法に分類され

る技術で、電気抵抗式溶融技術の

一種であり装入した電極ジュール

熱によって溶融を行う方式（ジオ

メルト工法）が、産業廃棄物焼却

施設に起因するダイオキシン類高

濃度汚染物および汚染土壌に対

し、実際に適用されている 12）。

盪生物学的処理
　微生物はさまざまな有機化合物

を分解する能力をもっており、不

法投棄によって汚染された開放

環境を対象とした、生物機能応用

型の修復技術であるバイオレメデ

ィエーションが研究開発されてい

る。これには、メタンなどの微生

物の増殖に必要な有機物、窒素や

リンなどの栄養塩および空気など

を汚染土壌に導入し、現場の土着

微生物の活性を高めて浄化を進め

るバイオスティミュレーション法

と、対象とする汚染物質に浄化活

性の高い培養微生物を導入して浄

化を進めるバイオオーグメンテー

ション法とがある。また、受動的

な方法ではあるが、ナチュラルア

テニュエーションがあり、これは、

物理化学的な方法などで高濃度の

汚染をできる限り浄化した後、土

着微生物を利用することによって

自然に濃度が減衰するのを待つと

いう方法である。バイオレメディ

エーションとして適用例が多いの

図表 10　VOC、難揮発性物質、重金属などの有害物質汚染に対する修復技術

対象物
処理実施場所
からの分類

技術の原理 修復技術の例 対象物質の例

固
形
物
（
土
壌
）、
液
状
物
（
地
下
水
）

原位置
浄化処理

分
離

揮発をはじめとする固
相または水相から気相
への相間の移行などに
よる汚染物質の分離

物理化学的技術

蘆揚水法、揚水曝気法
蘆 土壌ガス吸引法（土壌ガス・地下
水の同時吸引）
蘆 エアースパージング法（バイオレ
メディエーション法としての機能
も備える）

蘆ソイルフラッシング法
蘆固化・不溶化

トリクロロエチレン、テ
トラクロロエチレンなど
の有機塩素系溶剤および
ベンゼンなどのVOC

重金属

分
解

化学的（脱塩素）また
は熱化学的な手段によ
る分解

物理化学的技術 蘆 酸化還元法（鉄粉を利用した透過
性反応浄化壁法などの利用） 有機塩素系VOC

生物学的技術
蘆バイオレメディエーション法
蘆バイオスティミュレーション法
蘆バイオオーグメンテーション法

有機塩素系溶剤およびベ
ンゼンなどのVOC

固
形
物

掘削除去・
浄化処理

分離 物理化学・
熱化学的技術

蘆生石灰処理法
蘆 加熱処理法（間接加熱脱着法など）

有機塩素系溶剤などの
VOCおよびシアン化合物

分解

物理化学・
熱化学的技術

蘆加熱処理法
蘆焼却法
蘆溶融固化法
蘆アルカリ触媒化学分解法

ダイオキシン類（溶融固
化法）
石油系 VOC（油類）、重
金属、PCB

生物学的技術 蘆バイオレメディエーション法 有機塩素系溶剤、石油系
VOC

図表 11　間接加熱方式による汚染物質脱着処理システムの例

譁鴻池組技術資料を参考に一部改変
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は、低沸点有機塩素系溶剤（トリ

クロロエチレン、テトラクロロエ

チレンなど）やベンゼンを主とす

る石油成分による土壌・地下水汚

染を浄化する事例である。バイオ

レメディエーションは、一般的に

は他の物理化学的処理技術より低

コストで実施できるが、処理に要

する期間が比較的長い、高濃度汚

染には適用がむずかしい、温度や

共存物質による影響があり得る、

といった留意点がある。また、微

生物の利用が周辺の環境に与え

る影響も十分に評価する必要があ

り、外部から新たな微生物を導入

する場合の環境安全性に関する考

慮などが求められる。

３‐３

水を対象とする技術

　不法投棄場所で水を対象とする

浄化の多くは、投棄廃棄物および

投棄範囲からの浸出水の処理であ

る。この浸出水は、不法投棄の大

きな特徴である多様な汚染物質が

共存するという特徴がある。した

がって、このような汚染水に適用

すべき処理技術は、複合的な機能

をもつ単位操作かまたは複数の単

位操作の組み合わせとなり、これ

は排水の高度処理技術となる。

　近年、難分解性物質の高度処

理技術として適用されるようにな

った技術に促進酸化法がある。こ

れは、オゾン、過酸化水素、紫外

線などの酸化力の強い物質または

物理的手段を用いて、水中の難分

解性物質を酸化分解する方法であ

る。図表 12は、オゾンと紫外線

照射を併用した高度処理設備の例

である 13）。

　高度処理技術としては、上記の

ほかに、疎水性の有機化合物除去

に効果の高い活性炭吸着法が従来

から適用されている。またμm～

nmの大きさまで、すなわち分子

の大きさまで篩い分けが可能な膜

分離法が、高分子などの新素材の

開発を背景に発展している。また、

重金属類の除去には、特異的な結

合能をもつキレート樹脂によるキ

レート吸着法が多く適用される。

４‐１

修復による
環境リスクの低減

　不法投棄による汚染に対する技

術的修復の目標は、汚染を排除し、

汚染に起因する環境リスクを低減

し、汚染地の原状を回復すること

である。

 課題として、以下の点があげら

れる。

蘆 修復技術の選択を合理的に進め

る方法を確立すること

蘆 修復による環境リスクの低減を

適切に表現すること

　このうち、修復技術選択の最適

な手順は、図表 13に例示するよ

うに、各技術が汚染物質および媒

体にどのように適用されるかとい

う情報を蓄積・整備し、その上に

立って選定を進めるための手順に

必要な基準を明確にすることによ

って確立することができる 14）。従

来は、図表中に記された定性的な

適用性の判断基準や経験などに

基づいて行われてきたが、今後は

これをできるだけ定量的な方法で

行うことが重要である。これに関す

る研究開発は、例えば北海道大学の

研究グループと民間企業との共同

研究などによって行われている４）。

　不法投棄が発覚した後には、現

地および周辺の環境がどのような

状況におかれているかを把握する

ことが求められる。人の健康への

リスクや生態系へのリスクにおい

て起こり得る影響を知ることは非

常に重要である。一方、平面的に

も立体的にも広がりのある空間に

わたって汚染の状況を迅速に把握

する必要もある。現状では、土壌

汚染や地下水汚染、大気汚染など

に関する既存の調査・測定方法を

用いてこのようなモニタリングが

行われている。しかし、経費を要し、

施工上の制約もあるボーリングな

どに頼らねばならないこと、高密

度電気探査法といった外部からの

診断手法が開発されているものに

精度の課題があること、簡易で迅

速に多種類の汚染物質を検出・同

図表 12　オゾン／紫外線併用促進酸化法による高度水処理装置の例

参考文献 13）を基に作成

4   修復の安全・安心と資源循環へ向けた動向蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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定・定量する信頼性のある分析手

段が未だ確立されていないこと、

さらにこれらの限られた範囲の汚

染状況データをもとに、汚染の全

体像や周辺を含めて状況を把握す

る手段と手順も未確立である。

４‐２

技術の安全性

　産業分野ごとの安全に関連する

データによると、従来から廃棄物

処理分野は事故の起きる確率が大

きい。また、技術的に比較的新し

い方式の施設で事故事例が多い。

例えばガス化溶融炉の導入初期に

おいてこのような事例がみられた。

　豊島の中間処理施設内の溶融炉

施設において、運転を開始して約

４か月を経過した時点で小爆発事

故が発生した 15）。この原因は、対

象処理物から発生した水素ガス

を主とする可燃性ガスが輸送コン

ベヤ上部の空間にたまり、何らか

のきっかけ（静電気と推測されて

いる。）で発火・爆発したと結論

づけられた。水素ガスは、豊島の

場所において、掘削した廃棄物等

の含有水分の除去と溶融性を良好

にするために生石灰を混合する際

に金属などとの反応の結果生成す

る。そのため水素ガスの一定の放

散期間が設けられている。しかし、

かなりの時間経過後も溶融炉関連

設備内で高温になると水素発生量

が増す現象がみられた。さらに、

設備内は負圧に保たれているが、

質量の軽い水素は徐々にコンベヤ

頂部付近にたまったと推測されて

いる。再発を防止するために、中

間処理施設での処理前の十分なガ

ス放散と処理設備内での十分な換

気、温度調整などが徹底されるこ

ととなった。

　このような事故に起因するリス

クを含めて、安全を確保するため

の基本的な方策、すなわちプロセ

スの異常を発生させない予防措置

をとっておくこと、異常が発生し

ても事故にまで至らせない予防措

置、そして万一事故が発生しても

影響を最小限に抑える措置を含め

た多重的な構造をとることが重要

と考えられる。

　前述の豊島では、現在施設の運

転上の環境保全データをはじめ環

境のモニタリング結果などについ

て、インターネットをはじめとし

たさまざまな手段によって一般に

公開している９）。このような情報

の公開は、最近の環境保全施設に

おいては積極的に行われるように

図表 13　修復技術の適用性評価と選択

参考文献 14）を基に一部改変

図表 14　不法投棄に対する防止対策事例

対策 実施内容 自治体

携帯情報端末現場監視
システムの導入

GPS（全地球測位システム）・デジタルカメラに対応したPDA（携帯情報端末）の活用により
画像や文字情報をリアルタイムで広域的に収集し、ネットワークシステムへの適用によって不
法投棄の監視･指導体制を強化

栃木県、
千葉県、
静岡県

適正処理過程追跡実証
実験委託

廃棄物運搬車両にGPSを取り付け、運搬車両が適正なルートをたどり、適正に廃棄物が処理
されているかを画像で確認するシステムの実証実験を実施中 香川県

GPS端末の産業廃棄物への
投げ込み追跡実験

耐水・耐衝撃性のあるGPS端末を産業廃棄物に投入し、運搬車両の経路をインターネット上
で確認できるシステムの実証実験を実施中 栃木県

不法投棄監視カメラの設置 廃棄物を投棄しようとする不審車両などを常時監視カメラにより自動的に検知・撮影し、リア
ルタイムで行政のパソコンに送信、情報が記録される 仙台市

収集運搬登録車両への
ステッカー表示の義務付け

収集運搬許可車両等と違法に運搬処分を受託する車両を外見上容易に見分けるため、収集運搬
業登録車両へのステッカー表示を条例により義務付け 千葉県

不法投棄通報報奨金制度 情報提供により不法投棄者が判明した場合に情報提供者に報奨金を支給 群馬県桐生市
など

産業廃棄物処理業者の
格付け及び保証金制度

産業廃棄物処理業者の申請に基づき優良業者の格付け審査を行い公表。支障除去等の措置が必
要となった場合の対応のため、産業廃棄物処理業者から保証金預り制度を実施 岩手県

科学技術動向研究センターにて作成
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なった。

４‐３

不法投棄の防止

　不法投棄の根本的な問題点は、

排出事業者が適正な料金を払わな

い場合があり、処理事業者の収益

が十分確保されていないことにあ

る。まずは、適正な事業性の確保

が重要であり、そのためには処理

事業者が優良事業者としての信頼

性を高め、排出事業者が安心して

委託できるように処理事業者の差

別化を図っていくことが政策とし

て必要と思われる。不法投棄を直

接に監視する立場にある地方自治

体を中心に、不法投棄の事前防止

に向けた新しい行政施策または試

験的取り組みが実施されている。

図表 14にそのいくつかの例を示

す。また環境省およびC国立環

境研究所などによって、早期発見

と影響の大規模化阻止のため人工

衛星を利用した監視システムが開

発され、実際的な適用性が検討さ

れている 16、17）。

４‐４

資源循環

　豊島における溶融スラグと飛灰

の有効利用（図表６および７）に

みられるように、単に汚染を修復

し、環境浄化を図るだけでなく、

修復処理対策を通じて資源の循環

利用を実現することも重要である。

　原状の回復という大きな命題

のもとで資源の循環利用をどう

位置づけ、どのように具体的に

するのかが課題である。その際、

現地の地域特性に注目すべきで

ある。豊島の場合には、既存の

銅製錬工場の敷地内に中間処理施

設を整備することで、溶融飛灰の

有効利用の条件を高めている。

5   日本の環境保全技術の水準と共通基盤として進めるべき課題蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
　環境保全に適用されるわが国の

科学技術は、全般的には世界でも

先端を行く技術を有している。例

えば、科学技術政策研究所を中心

に 2004 年度に実施されたデルフ

ァイ調査 18）によると、環境分野

の技術課題において、日本が優位

である技術のトップに「レアメタ

ルの国内供給源としての溶融飛灰

からの効率的な金属回収技術」が

挙げられている。また、「逆浸透

膜などによる経済的・実用的な海

水淡水化、汚染水浄化技術」や「再

生材（プラスチック、金属）のト

レーサビリティー・ID手法」も

優位にあるとされている。

　今後は、生活環境への科学技術

のよりいっそうの貢献が望まれる

ようになる。環境保全を安全・安

心な社会につなげるために、共通

基盤として取り組むべき重点課題

としては、次の項目が挙げられる。

① 被害予測・影響評価・脆弱性発

見のための解析手法・シミュレ

ーション技術の研究開発

② 異常を迅速に検知するための計

測・センシング技術の研究開発

③ 耐災害性、信頼性の高い情報提

供システムおよび情報ネットワ

ークの構築

④リスクの総合的マネジメント

6   今後の不法投棄の予防・進行阻止と事後対策 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

　不法投棄は決して短時日に起こ

るのでなく、むしろ従来の例から

見ると、さまざまな兆候があり、

かなり長い期間を経た後に顕在化

する。不法投棄によって引き起こ

される環境の破壊は、定常的な人

為活動による場合とは異なる形態

で発生し、通常とは異なる範囲と

強度で影響を及ぼす。そして関連

する既存の分野の方法論で対応可

能な対象および内容もあるが、反

面、特殊な条件を考慮した対応

をとらなければならない場合もあ

る。本課題については、予防・進

行阻止と事後対策を分けて考えて

いくべきである。

６‐１

不法投棄の予防 または
進行阻止の観点から

　これまでの経緯から見て、不法

投棄に至りやすい社会的・経済的

構造があり、また、不法投棄の場

にされやすい地域や地形が存在す

る。これに対し、不法投棄の抑止

や監視がより効果的に行われるよ

う支援するツールの提供が必要で

ある。例えば、関連運搬車両への

GPSの適用、衛星監視およびGIS

などを応用した不法投棄の早期監

視システムは、すでに実証試験段

階に至っている。

　衛星監視システムには、不法

投棄が起こっても早期に発見し環

境汚染への影響を含めたその拡大

を防止する役割がある。現状で可

能なシステムは比較的規模の大き

い不法投棄に対しては十分な能力

を備えているが、小規模の地域ま

で監視するためにはさらに分解能

の向上が必要であり、雲量に影響
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されやすいという大きな課題も残

されている。さらに、現在利用可

能な商用衛星周期では高頻度での

監視がむずかしく、技術的課題以

上にコストの問題がある。自治体

が利用するためには、衛星画像情

報の多目的利用により情報当たり

のコスト性能をあげることが有効

で、森林管理や防災などとの共通

利用を図っていくことも一案であ

る。このように、技術面の進展を

図るとともに、多領域での連携・

協力を重視する必要がある。

６‐２

事後対策の観点から

盧環境への影響の迅速かつ
　体系的な調査ツールの開発
　不幸にも起こってしまった不法

投棄の場合、採るべき対策の優先

度を判断するうえで、環境に対し

てどれだけの影響があるのかとい

う汚染状況の把握を迅速にかつ俯

瞰的に行うことが非常に重要であ

る。例えば、土壌と混合して堆積

している廃棄物の種類・性状およ

び含まれる有害な物質を、正確か

つ迅速に知るためのツールの開発

が必要で、しかも、それらは自治

体など調査の主体が利用しやすい

ものであることが望まれる。今後、

汚染地域で用いることのできる非

破壊方式による分析装置の開発で

は、物質の検出精度の向上ととも

に測定時間の短縮が期待される。

これらの開発では、研究機関と機

器開発メーカーとの連携が必須で

あり、従来以上に技術交流促進の

場を設ける必要がある。

盪環境リスクの特性に応じた
　最適な汚染修復技術および
　適用方法の開発
　不法投棄による環境リスクの態

様は、汚染地域に存在する汚染物

質と環境媒体の特性に依存する。

修復技術の開発とともに、短期か

ら長期にわたるさまざまな時間範

囲で起こる可能性のあるリスクを

予測し、それに対し最適な修復技

術あるいは各技術の組み合わせを

選定するための適切な手順をシミ

ュレーションできることが望まし

い。コストの削減を図るために、

汚染状況に応じて適用する単位技

術や組み合わせを随時最適化する

方法論の形成も必要である。

　また、組成が複雑な廃棄物と土

壌などとの混合物について、処理

効率に優れ、環境への二次的な負

荷を極力低減できる技術、あるい

は最大限の資源化を可能とする技

術開発を目指すべきである。発生

した状況に応じて効率よく技術的

対応を進めるためには、先行する

汚染修復の事例、例えば本稿で紹

介した香川県豊島などの事例情報

を、共有化することが有効である。

不法投棄への技術の適用は事案ご

とに内容が異なるが、類似の土壌・

地下水汚染地域が潜在的に多数存

在することを考慮すると、修復技

術のデータベース化を図り、問題

が生じたときに対策をとるべき原

因者や行政などが的確に利用でき

るようにしておく準備が必要であ

る。これらの情報をもとに、行政・

研究機関・民間企業が連携し、過

去の経験のうえに新たな修復や事

故を研究・解析し、技術的な基盤

を確立していくことが望ましい。
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